
古賀市告示第２４号  

 

古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金交付要綱を次のように

定める。  

 

  令和８年３月１３日  

          古賀市長  田  辺 一  城  

 

   古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、市内の中小企業等が実施する太陽光発電設備導入に

対する補助を行うことで、エネルギー価格高騰対策と脱炭素化を支援

し、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を進めるため、古賀市中小

企業等向け太陽光発電設備導入補助金（以下「補助金」という。）を交

付することについて、古賀市補助金交付規則（平成３１年規則第８号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

⑴ 事業所 事業所、営業所、商店、工場その他現に事業の用に供する

設備及びこれらに付随した関連施設をいう。  

⑵ 中小企業  市内に事業所を有する次のいずれかに該当する者をい

う。  



 ア 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規

定する中小企業者（個人事業主にあっては、青色申告を行っている

ものに限る。）  

 イ 学校法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財

団法人、医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人であっ

て、アに規定する中小企業者の要件に準ずる者  

⑶ 中堅企業  市内に事業所を有する次のいずれかに該当する者をい

う。  

  ア  産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第２条第２４項に

規定する中堅企業者  

イ 学校法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財

団法人、医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人であっ

て、アに規定する中堅企業者の要件に準ずる者  

⑷ 需要家 電力を消費する者をいう。  

⑸ ＰＰＡ 発電事業者が需要家の敷地内に太陽光発電設備を当該発電

事業者の負担により設置し、及び当該太陽光発電設備を所有し、か

つ、維持管理をした上で、発電された電気を当該需要家に供給する契

約をいう。  

⑹ ＰＰＡ事業者  ＰＰＡにより需要家に電気を供給する者（法人に限

る。）をいう。  

⑺ リース事業者  ファイナンス・リース契約又はそれと類似する契約

（以下「リース契約等」という。）を需要家と締結し、需要家に電気

を供給する者（法人に限る。）をいう。  

⑻ 発電出力  太陽電池モジュールの日本工業規格等に基づく公称最大

出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか



低い方をいう（小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。）。  

⑼ 自家消費率 敷地内に設置された太陽光発電設備で発電した電力量

のうち、当該敷地内において自家消費した電力量の割合をいう。  

⑽ 市内施工業者  市内に事務所を有する施工業者又は市内に住所を有

する個人事業者をいう。  

⑾ 市外施工業者  市内に事務所を有しない施工業者又は市内に住所を

有しない個人事業者をいう。  

（補助対象者）  

第３条  この要綱において補助の対象となる者（以下「補助対象者」とい

う。）は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。  

⑴ 購入により太陽光発電設備を導入する場合  中小企業又は中堅企業  

⑵ ＰＰＡにより太陽光発電設備を導入する場合  前号に定める者を需

要家とするＰＰＡ事業者であり、かつ、補助金相当額を需要家に対す

るサービス料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元す

る者  

⑶ リースにより太陽光発電設備を導入する場合  第１号に定める者と

太陽光発電設備に係るリース契約等を締結するリース事業者であり、

かつ、補助金相当額を需要家に対するリース料金から減額その他市長

が適当と認める方法により還元する者  

２ 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める者又は同項第２号若しく

は第３号における需要家が次の各号のいずれかに該当する者である場合

は、補助の対象としない。  

⑴ 市税及び市に対する債務の支払等の滞納がある者  

⑵ 事業を営むに当たって関連する法令、条例等を遵守していない者  



⑶ 過去２年以内に銀行取引停止処分を受けている者  

⑷ 過去６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者  

⑸ 次のいずれかの申立てをしている者  

ア 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立       

 て  

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始

の申立て  

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始

の申立て  

⑹ 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、

保全差押又は競売開始決定がなされている者  

⑺ 補助対象事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有さ

ず、債務超過の状況にある者  

⑻ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当する者  

⑼ 市による指名停止措置を受けている者  

⑽ 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者  

⑾ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号)第２条第５項に該当する事業を営む者  

⑿ 公序良俗に反する事業を営む者  

（補助対象事業）  

第４条  補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、市内の事業所（中小企業又は中堅企業に規定する者が使用するもの

に限る。）の敷地内に次の各号のいずれにも該当する太陽光発電設備の

導入を行うものとする。  



 ⑴ 各種法令等を遵守した太陽光発電設備の導入であること。  

⑵ 導入する太陽光発電設備は、商用化され、導入実績があるものであ

ること（未使用のものに限る。）。  

⑶ 発電出力が１０キロワット以上の太陽光発電設備であること。  

⑷ 年間の自家消費率が５０パーセント以上となること。  

⑸ 太陽光発電設備により発電した自家消費する電気の環境価値が、需

要家に帰属するものであること。ただし、次のいずれにも該当する場

合はこの限りでない。  

 ア 第６条の規定による補助金額の算定の基礎とする発電出力相当分  

の電気の環境価値が需要家に帰属すること。  

  イ  第６条の規定による補助金額の算定の基礎としない発電出力相当  

分の電気の環境価値が市内において活用・流通されるなど、環境価

値が市内に帰属すること。  

⑹ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成  

２３年法律第１０８号）に基づくＦＩＴ制度の認定又はＦＩＰ制度の

認定を取得しないこと。  

⑺ 太陽光発電設備の設置に当たっては、資源エネルギー庁が策定した

再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）に定

める遵守事項等に準拠して実施されること。  

⑻ 太陽光発電設備から得られた電力を事業の用に供する部分で使用す

るものであること。  

⑼ 太陽光発電設備について、この要綱に基づく補助金以外の市の補助

金、交付金その他これに類するものの交付を受けていないこと又は交

付を受ける予定がないこと。  



⑽ 規則第５条第１項の規定による交付決定の日以降に工事の着工及び

太陽光発電設備の設置を行うものであること。ただし、令和７年１２

月１日から令和８年３月３１日までの間の工事の着工及び太陽光発電

設備の設置については、この限りでない。  

（補助対象経費）  

第５条  補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、太陽光発電設備の機器の

購入及び設置に要する費用（消費税及び地方消費税相当額を除く。）か

ら国、福岡県及びその他の団体が実施する太陽光発電設備の設置に係る

補助金等の額を差し引いた額とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、リース契約等の場合において、リース料の

算定に当たり残存価格を設定するときは、残存価格は、補助対象経費に

含まれないものとする。  

（補助金額等）  

第６条  補助金額は、太陽光発電設備の発電出力を上限とする値（その数

値が７５キロワットを超えるときは、７５キロワットを上限とする。）

に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額と

補助対象経費（その額に１，０００円未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。）のいずれか低い額とし、予算の範囲内において市長が定

める。  

 ⑴ 中小企業が市内施工業者の施工により補助対象事業を実施する場合  

６万円  

 ⑵ 中小企業が市外施工業者の施工により補助対象事業を実施する場合  

５万円  



 ⑶ 中堅企業が市内施工業者の施工により補助対象事業を実施する場合  

５万円  

 ⑷ 中堅企業が市外施工業者の施工により補助対象事業を実施する場合  

４万円  

（交付申請）  

第７条  補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、市長が定める日までに、古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補

助金交付申請書（様式第１号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長

に申請しなければならない。  

（実績報告）  

第８条  補助事業者は、補助事業が完了したときは、古賀市中小企業等向け

太陽光発電設備導入補助金実績報告書（様式第２号）に市長が必要と認め

る書類を添えて、市長に報告しなければならない。  

(財産の処分の制限 ) 

第９条  規則第２２条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数と

する。ただし、当該年数が１０年を超えるときは、１０年とする。  

（情報の提供等）  

第１０条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じ使用状況

その他情報の提供等について協力を求めることができる。  

（補則）  

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  

 

附 則  

 （施行期日）  



１ この告示は、公布の日から施行する。  

（効力）  

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。なお、終期到

来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来まで

に判断するものとする。  

３ この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同

項に規定する日後も、なおその効力を有する。  


